
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 64 号 平成 30 年 3 月 26 日（月） 

発行 税理士法人 KJ グループ 

〒536-0006 

大阪府野江 4丁目 1番 6号 

TEL：（06）6930-6388 

FAX：（06）6930-6389 

■事業承継税制の特例の創設等■ 
平成 30 年度税制改正によって、事業承継税制が 10 年間の特例措置として抜本的に拡充されました。改め

て確認してみましょう。 

 

1. 改正の概要 

特例後継者（仮称）が、特例認定承継会社(仮称)の代表権を有していた者から、贈与または相続もしくは

遺贈（以下「贈与等」という）により当該特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、その取得

した全ての非上場株式に係る課税価格に対応する贈与税又は相続税の全額について、その特例承継者の死

亡の日等までその納税が猶予されることとなります。改正のポイントは、①納税猶予の対象株式数の制限

がなくなる、②相続においても対象株式に係る相続税の全額が猶予される、③雇用確保要件が大幅に緩和

される、④適用対象者の拡大により承継の方法が多様化する、⑤一定の要件を満たす納税猶予対象株式の

譲渡、合併、解散等については納付額の減免措置が講じられる、などです。 

 

2. 非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度の創設 

    (1) 猶予対象株式の制限撤廃と納税猶予割合 100％の引上げ 

   特例によって、従来の猶予対象株式の制限（議決権総数 2／3）が撤廃となり、また、従来の納税猶予

割合は、80％から 100％に引き上げられることになりました。  

特例認定承継会社は、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて特例承認計画を作成し、都道府

県に提出しなければなりません。また、特例後継者は、議決権の過半数を有する代表者である必要があり

ます。  

(2) 特例認定承継会社の代表者以外の者からの贈与にも適用を拡大 

    特例後継者が特例認定承継会社の代表者以外の者から贈与等により取得する特例認定承継会社の非上

場株式についても、特例承継期間（仮称）（5 年）内に当該贈与等に係る申告書の提出期限が到来するも

のに限り、本特例の対象となります。  

(3) 雇用確保要件の弾力化 

   現行の事業承継税制における雇用確保要件を満たさない場合であっても、その満たせない理由を記載し

た書類（認定経営革新等支援機関の意見の記載が必要）を都道府県に提出すれば、納税猶予の期限は確定

しないものとされます。なお、その理由が、経営状況の悪化である場合又は正当なものと認められない場

合には、認定経営革新支援機関からの指導又は助言を受け、その内容を書類に記載します。 

(4) 経営環境の変化に対応した減免制度 

経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特例承継期間経過後に、特例認定承継会社の

非上場株式の譲渡をするとき、特例認定承継会社が合併により消滅するとき、特例認定承継会社が解散を

するとき等には、一定の納税猶予税額が免除されます。 

(5) 後継者の範囲の拡大 

特例後継者が贈与者の推定相続人以外の者（その年 1 月 1 日において 20 歳以上である者に限る）であ

り、かつ、その贈与者が同日において 60 歳以上の者である場合には、相続時精算課税の適用を受けること

ができることとされました。 

 

3. 適用時期   

上記改正は、平成 30 年 1 月 1 日から平成 39 年 12 月 31 日までの間に贈与等により取得する財産に係 

る贈与税又は相続税について適用されます。 

 

(出典 税務懇話会)  

              


